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在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院の見直し

4厚生労働省 令和６年度診療報酬改定の概要（医科全体版） P226より抜粋

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html

訪問栄養食事指導を行う体制が必要と
なる。管理栄養士が自院にいない場合
は、栄養ケア・ステーションや他の医
療機関の管理栄養士と連携する必要が
ある。

厚生労働省 令和６年度診療報酬改定の概要（医科

全体版） P225を参照して、HCナレッジ合同

会社にて作成

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bu

nya/0000196352_00012.html
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